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◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労
の場の育成（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等

が認定する制度）

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の家計の改善
の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給
・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、教育及び就
労に関する支援等

◆自立相談支援事業
（全国906福祉事務所設置自治体で1,388機関
（令和４年４月1日時点）

〈対個人〉
・生活と就労に関する支援員を配置し、ワンストップ型の相談窓口
により、情報とサービスの拠点として機能
・一人ひとりの状況に応じ自立に向けた支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準
備が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練
※就労のみならず居場所づくりなど幅広い社会参加を支援する機能の明確化 （R2）
（就労準備支援事業を１年を超えて利用できるケースの明確化（省令改正））（事項）

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供。シェルター
等利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問による見守りや生活支援

・地域居住支援事業における居住支援法人との連携強化（事項）

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 法に規定する支援（◆）を中心に記載しているが、これ以外に様々な支
援（◇）があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援
◇就労準備支援事業等の実施体制の整備促進 等

その他の支援

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費１／２,２／３

国費１／２

国費３／４

◆福祉事務所未設置町村による相談の実施
・希望する町村において、一次的な相談等を実施

国費３／４

◆都道府県による市町村支援事業

・ 市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を

越えたネットワークづくり等を実施

◇都道府県による企業開拓
・ 就労体験や訓練を受け入れる企業等の開拓・マッチング

国費１／２

再就職のため居住
の確保が必要な者

国費２／３
◇アウトリーチ等の充実
ひきこもりなどの社会参加に向けてより丁寧な支援を必要

とする方に対するアウトリーチなど、自立相談支援機関にお

ける機能強化
国費10/10

国費10/10

国費10/10

農業分野等との連携強化

事業

就労体験や訓練の場

の情報収集・マッチング

のモデル事業（国事業）

H30年度予算：432億円 H31年度予算：438億円
R  2年度予算：487億円 R  3年度予算：555億円

R4年度予算：594億円 ※重層的支援体制整備事業分を含む

生活困窮者自立支援制度の概要
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コロナ禍における支援現場や国の対応
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○ 相談員等の加配による自立相談支援体制の強化

・ 相談者の増加に対応するため、35.8％の自治体において、支援員等の加配を実施。※

○ 電話・メール・ＳＮＳ等を活用した相談支援

・ 感染防止の観点から、対面での面談が難しくなったなどにより、39.2％の自治体において、

電話・メール・ＳＮＳ等を活用した支援を実施。※

○ 個人事業主や外国人など新たな相談者層への支援

・ 持続化給付金等事業者向けの制度など、他制度も含めたパンフレットを配布。

・ 通訳の配置、多言語対応のための機器購入等により、日本語を話せない外国人への支援を実施。

○ 他の支援機関・支援団体との連携強化

・ 約半数の自治体が生活保護（福祉事務所）やハローワーク、社会福祉協議会、フードバンク活動団体等と新たに連携強化。

・ 59.7％の自治体で社会福祉協議会やＮＰＯ法人等と連携した食料支援を実施。※

○ 任意事業の活用

・ 住居を失った生活困窮者に対して、一時生活支援事業により宿泊場所を提供するとともに包括的な支援を実施。

・ コロナ禍の影響で収入が減少した場合や、特例貸付を利用する場合などに、支出の見直しを行うための家計相談を実施。

支援現場における対応

１．経済支援策（緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金）

２．生活困窮者自立支援の機能強化、ＮＰＯ等民間団体と連携した支援（新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金、

生活困窮者等支援民間団体活動助成事業）

３．住まい対策の推進

国の対応

※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮者支援のあり方に関する調査研究事業」（北海道総合研究調査会）



56.1%
40.3%

3.7%

住居確保給付金の申請に係る相談

のうち、プランを作成することが

適切と考えられたが、継続的な支

援につながっていないケース

ある ない

66.2%

24.4%

5.3%

0.9% 3.1%

本来業務実施への負担や困難さ

強く感じる 少し感じる
あまり感じない 全く感じない
無回答

90.6%

コロナ禍における支援現場への影響

3

① 相談件数の増加

・ 新規相談受付件数（令和２年度) ：約78.6万件（令和元年度の24.8万件の約3.2倍）、

・ プラン作成件数（令和２年度) ：約13.9万件（令和元年度の7.9万件の約1.7倍）

② 特例的な経済支援策

・ 緊急小口資金等の特例貸付（令和２年度)：約189.2万件（令和元年度の約1.0万件の約182倍）

・ 住居確保給付金の支給件数（令和２年度)：約13.5万件（令和元年度の約4000件の約34倍）

・ 生活困窮者自立支援金の支給件数（令和４年２月末時点)：約17.3万件

③ 新たな相談者層の顕在化や相談内容の複雑化

・ 個人事業主やフリーランス、外国人、若年層など、これまで相談窓口にあまりつながっていなかった新たな相談者層が顕在化。

・ コロナ禍では、３個以上の課題を抱える相談者が半数以上に増加しており、複合的な課題を抱える相談者が増加。

支援現場の状況

① 伴走型支援の実践が困難

・ 従来法が想定していなかった特例的な給付貸付事務に連日対応。

・ 令和２年度の調査では、 90.6％の自治体が自立相談支援機関

における本来業務の実施に負担や困難さを感じ、56.1%の自治体

が、継続的な支援につながっていないケースがあると回答した。

② 労働環境の悪化・人手不足

・ 相談員等の時間外労働が過重となっている社協は56.6％。

（人口20万人以上の市では76.5％）※１

・ コロナ禍に伴う対応強化に向けて、支援員の負担が過大となっ

ている自治体は79.6％、人員配置の充実が必要だが、増員等の

予定がなかった（ない）自治体は29.8％。※２

支援現場への主な影響

※１ 令和２年11月25日「社協が実施する自立相談支援機関の状況に関する緊急調査報告書」全国社会福祉協議会地域福祉部
※２ 令和２年度社会福祉推進事業「生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業報告書」北海道総合研究調査会



新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（プラン作成者の課題）

○ 新型コロナ流行下では、 男性、女性ともに20代～60代で「住まい不安定」、男性70代で「ホームレス」と

いった課題が多く見られる。

課題の特性 (男性・年代別）

コロナ流行下（2020年11月～2021年1月）

～10代（n=141） 20代（n=2137） 30代（n=3213） 40代（n=4508） 50代（n=5050） 60代（n=3296） 70代～（n=1880）

１位
経済的困窮
39.0%

経済的困窮
71.0％

経済的困窮
76.4％

経済的困窮
74.8％

経済的困窮
73.5％

経済的困窮
71.2％

経済的困窮
59.1％

２位
社会的孤立
32.6%

住まい不安定
24.7％

住まい不安定
24.5％

住まい不安定
24.3％

就職活動困難
25.8%

就職活動困難
24.2%

ホームレス
26.2%

３位
就職活動困難
29.1%

就職活動困難
23.0％

就職活動困難
21.2％

就職活動困難
23.0％

住まい不安定
22.3%

住まい不安定
21.8%

就職活動困難
19.9%

４位
コミュニケーショ
ンが苦手 27.7%

就職定着困難
14.4％

就職定着困難
13.4％

家計管理
13.7％

病気
16.1％

病気
18.5％

病気
18.2％

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）

※ 「その他」を除く。
※ 赤枠：コロナ前と比較して順位が３つ以上上がったもの。

課題の特性 (女性・年代別）

～10代（n=124） 20代（n=1426） 30代（n=2204） 40代（n=2818） 50代（n=2416） 60代（n=1364） 70代～（n=953）

１位
経済的困窮
36.3％

経済的困窮
68.8％

経済的困窮
73.0％

経済的困窮
74.7％

経済的困窮
78.3％

経済的困窮
78.4％

経済的困窮
74.3％

２位
コミュニケーションが苦

手 33.1％
住まい不安定
30.2％

住まい不安定
28.0％

住まい不安定
25.3％

住まい不安定
24.6%

就職活動困難
25.5%

就職活動困難
23.8%

３位
メンタルヘルス

29.0％
就職活動困難
27.2％

就職活動困難
23.2％

就職活動困難
23.6％

就職活動困難
24.6%

住まい不安定
24.5%

家計管理
22.6%

４位
家族関係
27.4％

家族関係
16.6％

ひとり親
19.2％

ひとり親
18.4％

家計管理
18.4％

病気
19.4％

病気
22.1％
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コロナ流行下（2020年11月～2021年1月）
※ 「その他」を除く。
※ 赤枠：コロナ前と比較して順位が３つ以上上がったもの。



住居を失うおそれのある困窮者への住居確保給付金の支給

【事業スキーム】

【実施主体】 都道府県・市・区等（福祉事務所設置自治体、９０６自治体）

【補 助 率】 ３／４

【支給対象者】 ①離職・廃業後２年以内の者

②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

※令和2年4月20日省令改正により支給対象者を拡大

【支給要件】 ・収入要件：世帯収入合計額が①と②の合計額を超えないこと。

① 市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12

② 家賃額（但し住宅扶助特別基準額を上限とする）

※東京都特別区の収入要件（目安）：単身世帯：13.8万円、２人世帯：19.4万円、3人世帯：24.1万円

・資産要件：世帯の預貯金の合計額が上記①の６月分を超えないこと（但し100万円を超えない額）

※東京都特別区の資産要件（目安）：単身世帯：50.4万円、２人世帯：78万円、3人世帯：100万円

・求職活動等要件：公共職業安定所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

【支 給 額】 家賃額（但し住宅扶助特別基準額を上限とする）

※東京都特別区の支給額（目安）：単身世帯：53,700円、２人世帯：64,000円、３人世帯：69,800円

【支給期間】 原則３か月（求職活動等を誠実に行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで））

【支給方法】 賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介事業者等への代理納付

申請者

都道府県・市・区等

相談・申請

支給（代理納付）

生活困窮者
自立相談支援機関（※）

申請書等送付

賃貸人等

建物賃貸借契約
決定通知書等決定通知書等

※住宅、仕事、生活などの相談窓口。自治体が直営又は委託（社会福祉法人、NPO等）で運営。全国906福祉事務所設置自治体で1,317箇所の設置

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居
確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援する。

・②による受給者については、再延長期間
（～９か月目）までは求職の
申込は求めない
・①及び②ともに、当分の間、地方公共団
体が設ける公的な無料職業紹介の窓口へ
の求職申込みも可能。また、当分の間、ハ
ローワーク等での相談（月２回以上）や企
業への応募等（週１回以上）の回数を減ず
る（各々月１回）。

令和４年８月末までの申請について、特例として、
解雇以外の休業等に伴う収入減少等の場合でも、
３か月間の再支給が可能とする。

令和４年８月末までの申請について、特例として、
職業訓練受講給付金（月10万円）との併給を可能とする。

令和３年度当初予算額 負担金（298億円）の内数
令和３年度補正予算額 100 億円
令和４年度当初予算額 負担金（301 億円）の内数
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住居確保給付金の支給実績の年度別推移（平成２７年度～令和３年度）

7,021 5,463 4,287 4,434 4,270 

153,007 

61,309 

6,613 5,095 4,109 4,172 3,972 

134,946 

45,671 

4,794 

33,527 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

新規申請件数 新規決定件数 再支給決定件数

（件）

○ 支給決定件数について、平成２７年度～令和元年度は、約4,000～7,000件で推移していたが、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、令和２年度は約135,000件、令和３年度は約46,000件に急

増。また、特例措置である再支給決定件数について、令和２年度は約5,000件、令和３年度は34,000件と

なり、生活困窮者の生活の下支えとして大きな役割を果たした。

約34倍

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

支給済額 8.7億円 8.2億円 6.3億円 6億円 5.8億円 306.2億円 188.1億円
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不安定居住者の実態

7（出典）令和２年度社会福祉推進事業「不安定な居住状態にある生活困窮者の把握手法及び支援の在り方に関する調査研究事業」

応答数
（複数回答）

全体割合

知人・友人宅への同居経験 661 1.65%

建築土木／警備／製造業における寮・社宅経験 617 1.54%

飯場経験 244 0.61%

日雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ）経験 238 0.60%

ネットカフェ・漫画喫茶・DVDボックス経験 344 0.86%

24時間営業の飲食店（ファーストフード店、ファ
ミレス等）経験

256 0.64%

サウナ、カプセルホテル等経験 335 0.84%

一時生活支援、シェルター、ホームレス自立支援
センター等の福祉施設経験

274 0.69%

救護施設・更生施設・女性保護施設等の福祉施設
経験

240 0.60%

無料低額宿泊所・生活保護による支援付住宅経験 282 0.71%

刑務所・更生保護施設経験 191 0.48%

路上生活経験 260 0.65%

車上生活経験 333 0.83%

災害時の避難所、仮設住宅（みなし仮設住宅）経
験

392 0.98%

その他の自宅以外の住まい経験 516 1.29%

合計 5183 5.15%

○ ホームレス以外でも支援すべき不安定居住者は一定数おり、そういった方は知人宅やネットカフェなど様々な場所を

行き来している。

不安定居住の経験（ｎ=39 , 9 9 7） 不安定居住時期（ｎ=3 9 , 9 9 7）

※インターネット調査を行った14万人のうち、主要政令市（人口上位13市）に東京23区を加えた14地域を対象に、各地域から均等に計39,997名を抽出して分析

不安定居住者の実態（スクリーニング調査結果の分析）

• 39,997人（※）

分析の対象人数

主要政令市等 抽出人数

東京都23区 2,857

横浜市 2,857

大阪市 2,857

名古屋市 2,857

札幌市 2,857

福岡市 2,857

川崎市 2,857

神戸市 2,857

京都市 2,857

さいたま市 2,856

広島市 2,857

仙台市 2,857

千葉市 2,857

北九州市 2,857

合計 39,997

応答数

現在～１週間以内 67

１週間～１ヶ月以内 24

１ヶ月～３ヶ月以内 32

３ヶ月～６ヶ月以内 31

６ヶ月～１年以内 22

１年～３年以内 77

３年～５年以内 56

５年～１０年以内 154

１０年より前 662

計 1125

欠損値 936

合計 2061

• 不安定居住の経験があると回答した

2,061名（約5％）のうち、5年以内に

不安定居住の経験があると回答した人

数は計309人（約15%）。

• つまり、39,997人のうち5年以内に不

安定居住を経験した割合は約1%。



住まいの困りごと相談窓口（すまこま。）の概要
（不安定居住者に係る支援情報サイト及び総合相談窓口の設置）

○ 住居を失った又は失うおそれのある生活困窮者には、路上等で生活するホームレスのほか、終夜営業店舗や知人宅等で寝
泊まりする不安定な居住環境にある者が含まれる

○ そうした不安定居住者においては、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業や一時生活支援事業、住居確保
給付金といった各自治体が実施している支援等につなげることが重要である。

○ このため、住まいに困窮する方に対する支援情報サイトを開設するとともに電話やメールによる総合相談窓口を設置し、各
支援策の情報提供、地域の自治体の相談窓口等への案内、不安定居住者の実態把握のためのデータベース作成等を行う。

◇ 人件費、通信費、賃借料、消耗品費、情報サイトの開設費用、運用・保守等対象経費 委託費

○ 住居を失った又はそのおそれのある方が支援につな
がるため、生活困窮者自立支援制度における地域
居住支援事業や地域の自治体の相談窓口などを
分かりやすく紹介した情報サイトの開設・運営等によ
る情報発信を行う。

○ 電話相談窓口を設置し、住まいに困窮している方
からの相談を電話やメール等で受け、各支援制度
の紹介や助言等を行うほか、相談者が所在する自
治体の相談窓口等につなぐ。

○ 相談内容のデータベース化や情報サイトを活用した
アンケートの実施等により、不安定居住者の実態把
握を行う。

事業内容 事業イメージ

電話・メール
相談

支援制度、
自治体窓口
の案内等

情報提供等

支援制度や
相談窓口が
分からない

総合相談窓口

住居喪失者等

支援窓口等
の照会・相談
者の案内等

支援情報
サイトによる
情報提供

福祉事務所
設置自治体等自立相談支援

機関等への相談

自立相談、一時生活
支援事業、住居確保
給付金等による支援

自治体相談窓口

支援情報
サイトの
開設・運営
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Ｒ３～事業開始

※ 令和３年７月の開設から令和４年1月末までで
延べ８８２件の相談が寄せられている。

https://www.google.co.jp/url?url=https://pixta.jp/illustration/1252681&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0i96aj8PQAhWKT7wKHYDODW8QwW4INjAQ&usg=AFQjCNFfvxtkPh8N1guS6SbxRueSRCVHpw


○ 一時生活支援事業は、各自治体においてホームレス対策事業として実施してきた、生活困窮者・ホームレス自立支援センター及び生活困窮者一時宿泊施設（シェルター）の運用
を踏まえ、これを制度化したものである。
○ 福祉事務所設置自治体は、住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、原則３ヶ月間（最大で６ヶ月間）に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施。
※ 自立相談支援機関の相談員が必要に応じて支援を実施（自立支援センターの相談員は自立相談支援機関から配置）。
○ 改正法において、シェルター等を退所した者や、居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立した状態にある低所得者に対して、一定期間（１年間）、訪問による見守りや
生活支援等日常生活を営むのに必要な支援を追加することにより「居住支援」を強化し、「一時生活支援事業」に「地域居住支援事業」を追加し強化（平成31年４月施行）。

事業の概要

一時生活支援事業について

ネットカフェ
サウナ等

路上、
河川敷
等

友人宅
等

一時生活支援事業
〈当面の日常生活支援〉

就労準備支援事業

家計改善支援事業

就労訓練事業

自立相談支援事業
〈プランの作成・相談支援〉

一
般
就
労
に
よ
る
自
立
等

生活保護
等

＊自立支援センターによってはあわせて実施

安
定
し
た
居
住
の
確
保

巡回相談・
訪問指導 自立相談支援機関

生活困窮者・ホームレス
自立支援センター

生活困窮者一時宿泊施設
（シェルター）

生活困窮者自立支援法による支援

地域居住支援事業（平成３１年４月施行）

①居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援
・地域とのつながり促進支援 等

②入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援 等

③環境整備
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家
賃の物件情報の収集

・民間の家賃債務保証や協力を得やすい不動産
事業者等の情報収集

住居に不安を抱えた
生活困窮者

福 祉 事 務 所

実地自治体
（令和3年度）

利用人数
（令和2年度）

一時生活 331自治体（37%） 4,720人

地域居住 50自治体（6%） 2,420人

9



一時生活支援事業、地域居住支援事業の事例（茨城県）

≪家計管理支援≫
家計改善支援機関

≪食の支援≫
フードバンク

配食サービス事業者

１年

・生活の再建

・定期的な見守り

・居場所づくり

３か月

・県営住宅の空き部屋を活用 （家賃無料）
（県内５地区に各１部屋確保）
日立市、水戸市、鹿嶋市、土浦市、古河市、
※R3.1～龍ヶ崎市追加※

・配食サービスの利用や
フードバンクとの連携による
食事の提供
・委託事業者が日用品を提供

一時生活支援事業 （事業者へ委託）
※県が事業者と委託契約

衣食住の提供 地域居住支援

≪就労支援≫
自立相談支援機関
ハローワーク

≪転居支援≫
自立相談支援機関
・住居確保給付金

転居

連携して支援

県
自立相談支援機関

Ａ市
自立相談支援機関

Ｂ市
自立相談支援機関

Ｃ市
自立相談支援機関

緊
急
支
援

会社を解雇され、
社員寮からの

退去を求められた！
貯金もなく、

転居できない！

協 定

○ 新型コロナの影響による社員寮等からの退去などを想定し、県と協定市（４市）の共同による一時生活支援事業及び

地域居住支援事業を令和３年度（令和２年度モデル事業）から開始した。県の公営住宅の空き室を活用した宿泊場所の

提供、フードバンクと連携した食事提供、自立相談支援機関等と連携した就労支援や転居支援等を実施している。

（出典）茨城県より資料提供 10



生活困窮者自立支援法及び生活保護法の見直しについて

生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平
成30年法律第44号）附則第８条（※）に基づく検討
（※）政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必
要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における議論

報告

論点整理検討会
（計４回）

令和４年４月とりまとめ

ワーキンググループ（計７回）

①事業の在り方検討班
各法定事業のあり方（被保護者支援との連携を含
む）について議論

②横断的課題検討班
制度全体にまたがる課題（制度のあり方、関係機
関連携、地域・居場所づくり、都道府県・町村の
役割、中間支援組織、人材育成等）について議論

国と地方の実務者協議

令和４年４月とりまとめ

生活困窮者自立支援 生活保護

見直し
規定

検討の場

令和４年５月
以降 検討結果に応じて令和５年以降の法案提出を目指す。

（参考）社会保障審議会生活保護基準部会

生活保護基準の検証手法の検討・検証を実施
（次期検証は令和４年度）

議論の共有
連携
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社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護
部会における議論を踏まえ、首長級との会合であ
る「国と地方の協議」を開催予定



（地域共生社会や関連施策との関係について）

○ 地域共生社会は、法の考え方と他の福祉分野や政策領域の考え方を合わせて共通理念化したものであり、令和３年度から施行された重

層的支援体制整備事業（以下「重層事業」という。）は、この理念を実現するための１つの仕組みである。法において積み重ねられた実践は、

地域共生社会の実現に向けて、市町村の包括的な支援体制の整備における重要な基盤となり得るものである。

○ 法施行以降も、様々な関連施策がとりまとめられている。生活困窮者を取り巻く施策の多様化という良い面がある一方、法の目指す包括

的な支援を実現するためには、生活困窮者支援の分野として、そうした施策との連携体制の構築が必要。

「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」について（概要）

（法施行後の状況）

○ 生活困窮者自立支援法（以下「法」という。）は、理念として「生活困窮者の自立と尊厳の確保」及び「生活困窮者支援を通じた地域づくり」

という２つの目標と、包括的・個別的・早期的・継続的・分権的・創造的な新しい支援のかたちを掲げ、全国で様々な実践が重ねられてき

た。新規相談者数や継続的に支援した人数は年々増加し、その多くに自立に向けた変化が見られるなど、着実に効果が現れている。

（新型コロナウイルス感染症の影響）

○ 令和２年春から続くコロナ禍は、社会の脆弱性を照らし出し、その影響は世代・属性を超えて非常に広範囲に及んだ。自立相談支援機関

の相談窓口における新規相談受付件数や緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金の申請件数は急増し、とりわけ個人事業主やフ

リーランス、外国人、若年層などこれまで生活困窮の相談窓口にあまりつながっていなかった新たな相談者層からの相談が増加した。

○ こうした状況に対して、支援現場においては、感染防止対策を講じつつ急増する相談・申請等に連日対応し、新たな相談者層の支援ニー

ズに対応するため、試行錯誤を重ねてきた。こうした取組により、コロナ禍において法が生活困窮者の生活の下支えとして大きな役割を果

たしたこと、すなわち法が必要不可欠なものであることが改めて認識された。

○ 一方で、コロナ禍においては、従来法が想定していなかった特例的な給付・貸付事務に対応した結果、従来の伴走型支援の実践が難しく

なり、法の理念が揺らいでいるのではないかとの声も聞かれる。

○ また、コロナ禍における法と生活保護法の関係についても、検証を行う必要。

○ 「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」及びその下に設置されたワーキンググループにお
いて、「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」をとりまとめ、公表（令和４年４月26日）。

○ 今後、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において論点整理を踏まえた検討を行い、検討結果に応

じて、令和５年以降、生活困窮者自立支援法等の見直しを行う予定。

１．総論
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生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理（抜粋）

現状の評価と課題 主な論点

⑸居住
支援の
あり方

○ 一時生活支援事業について、
実施自治体数の伸び率は低く、
他の任意事業に比べ低い水準。
自治体における潜在的な支援
ニーズの把握が進んでいない。

○ 居住不安定者等に対するソフ
ト面の支援は重要だが、地域居
住支援事業の実施自治体数は極
めて少ない。

○ 住居確保給付金について、コ
ロナ禍において支給対象者の追
加や支給要件の緩和等の措置を
実施。利用件数は急増。住まい
の安定確保に一定の役割を果た
した一方で、求職活動要件等の
課題も見られる。

○ 全世代において「住まいの不安定」問題が
顕在化。住宅分野の政策との連携を含め、地
域共生社会づくりの視点からの居住支援の議
論が必要。

○ 一時生活支援事業や地域居住支援事業にお
ける支援、緊急的な一時支援を居住支援事業
として再編した上で必須事業化すべき。

○ 居住支援の強化を図るため、ホームレス状
態や一時宿泊施設を経由せずとも、地域居住
支援事業において支援できるようにすべき。

○ 属性や課題を問わず、緊急対応が可能な施
設や支援が必要。

○ 住居確保給付金について、様々な特例措置
を恒久化すべき。個人事業主については、個
別性・柔軟性の高い支援が求められ、求職活
動要件の見直しが必要。
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